
佐 倉 市 規 則 第    号 

 

   佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 事 業 の 実 施 に 関 す る 規 則 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十

七 条 及 び 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 ひ と り 親 家 庭 等 に 対 し 日 常 生 活 支 援 を 実 施 す る こ と に つ い

て 、 法 、 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 九 年 政 令 第 二 百 二 十 四 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 ） 及 び

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 厚 生 省 令 第 三 十 二 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 法 、 政 令 及 び 省 令 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  ひ と り 親 家 庭 等  配 偶 者 の な い 者 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の 及 び 寡 婦 を い う 。  

二  日 常 生 活 支 援  省 令 第 二 条 各 号 及 び 第 七 条 各 号 に 規 定 す る 便 宜 を い う 。  

三  家 庭 生 活 支 援 員  日 常 生 活 支 援 を 実 施 す る 者 を い う 。  



 （ 日 常 生 活 支 援 の 実 施 ）  
第 三 条  日 常 生 活 支 援 を 実 施 す る 場 所 は 、 原 則 と し て 、 日 常 生 活 支 援 を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い

う 。 ） の 自 宅 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 日 常 生 活 支 援 を 利 用 し よ う と す る 者 又 は そ の 児 童 が 在 宅 し て

い な い と き は 、 日 常 生 活 支 援 を 実 施 し な い 。  

２  日 常 生 活 支 援 の 実 施 に 係 る 時 間 帯 は 、 午 前 七 時 か ら 午 後 八 時 ま で と す る 。  

３  一 月 一 日 か ら 同 月 三 日 ま で 及 び 十 二 月 二 十 九 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で は 、 日 常 生 活 支 援 を 実 施 し な い 。  

４  日 常 生 活 支 援 の 実 施 は 、 利 用 者 一 人 に つ き 一 時 間 を 単 位 と し て 一 日 に 八 時 間 以 内 と し 、 か つ 、 年 に 十

日 以 内 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 日 に お け る 日 常 生 活 支 援 の 実 施 に 係 る 時 間 が 連 続 し な い と き は 、

日 常 生 活 支 援 の 実 施 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 一 日 の 利 用 と み な す 。  

５  前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た と き は 、 日 常 生 活 支 援 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

６  重 複 し た 時 間 帯 等 の 複 数 の 利 用 の 申 請 が あ る と き は 、 先 着 順 に 日 常 生 活 支 援 を 実 施 す る 。  

 （ 対 象 者 ）  

第 四 条  日 常 生 活 支 援 を 利 用 で き る 者 は 、 ひ と り 親 家 庭 等 で あ っ て 、 か つ 、 本 市 に 居 住 し 、 住 民 基 本 台 帳

法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 ） に 基 づ く 住 民 基 本 台 帳 に 記 載 さ れ 、 又 は 外 国 人 登 録 法 （ 昭 和 二 十 七

年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） に 基 づ く 外 国 人 登 録 原 票 に 登 録 さ れ て い る 者 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る も の と す る 。  



 一  技 能 習 得 の た め の 通 学 、 就 職 活 動 等 自 立 促 進 に 必 要 な 活 動 、 疾 病 、 看 護 、 事 故 、 災 害 、 冠 婚 葬 祭 、

失 踪 、 学 校 等 の 公 的 行 事 へ の 参 加 そ の 他 日 常 生 活 等 に 支 障 が 生 じ る 事 由 に よ り 、 一 時 的 に 日 常 生 活 支

援 が 必 要 と 認 め ら れ る 者  

 二  ひ と り 親 家 庭 等 と な っ て お お む ね 六 箇 月 以 内 で あ り 、 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が 生 じ て い る 者  

 三  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

 （ 利 用 の 登 録 ）  

第 五 条  日 常 生 活 支 援 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 利 用 登

録 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） の 提 出 に よ り 市 長 の 登 録 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 登 録 に 際 し て は 、 ひ と り 親 家 庭 等 で あ る こ と を 明 ら か に す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 市 長 が 当 該 事 項 に つ い て 、 本 人 の 同 意 を 得 て 公 簿 等 に よ り 確 認 で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  第 一 項 の 登 録 を し た 者 は 、 当 該 登 録 事 項 に 変 更 が 生 じ 、 又 は ひ と り 親 家 庭 等 で な く な っ た と き は 、 速

や か に 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 利 用 登 録 事 項 変 更 ・ 廃 止 届 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） に よ り 市 長 に

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 の 申 請 等 ）  



第 六 条  前 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 者 が 日 常 生 活 支 援 を 利 用 し よ う と す る と き は 、 当 該 利 用 し よ う と す る

日 の 七 日 前 ま で に 、 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 利 用 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） に よ り 市 長 に 申

請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 毎 年 八 月 一 日 以 降 最 初 に 行 う と き は 、 別 表 に 定 め る 利 用 世 帯 の 区 分 を 明 ら か

に す る こ と が で き る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 当 該 事 項 に つ い て 、 本 人 の 同 意 を

得 て 公 簿 等 に よ り 確 認 で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  第 一 項 の 規 定 に よ り 申 請 を 行 っ た 者 が 利 用 世 帯 の 区 分 に 変 更 が あ る と き は 、 そ の 内 容 を 明 ら か に す る

こ と が で き る 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 が 当 該 事 項 に つ

い て 、 本 人 の 同 意 を 得 て 公 簿 等 に よ り 確 認 で き る 場 合 は 、 当 該 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 の 上 、 速 や か に 利 用 の 可 否 を 決 定

し 、 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 利 用 決 定 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） 又 は 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等

日 常 生 活 支 援 利 用 却 下 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） に よ り 当 該 申 請 を 行 っ た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 の 報 告 ）  

第 七 条  利 用 者 は 、 当 該 利 用 が 終 了 し た と き は 、 そ の 内 容 に つ い て 、 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援

利 用 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 六 号 ） を 家 庭 生 活 支 援 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



２  家 庭 生 活 支 援 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 を 受 け た 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 利 用 報 告 書 に

つ い て 、 当 該 提 出 を 受 け た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 八 条  利 用 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 費 用 の 一 部 を 負 担 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 者 負 担 金 の 額 ）  

第 九 条  前 条 の 規 定 に よ る 費 用 の 負 担 （ 以 下 「 利 用 者 負 担 金 」 と い う 。 ） の 額 は 、 月 単 位 で 算 定 す る も の

と し 、 別 表 に 定 め る 利 用 者 負 担 金 基 準 額 （ 一 時 間 当 た り ） に 一 箇 月 の 総 利 用 時 間 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

 （ 利 用 者 負 担 金 の 額 の 通 知 等 ）  

第 十 条  市 長 は 、 利 用 に 係 る 利 用 者 負 担 金 の 額 を 月 ご と に 決 定 し 、 当 該 利 用 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日

の 十 日 前 ま で に 、 佐 倉 市 ひ と り 親 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 負 担 額 決 定 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 七 号 ） に よ り 利 用

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  利 用 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 そ の 月 の 末 日 ま で に 利 用 者 負 担 金 を 納 入 し な け れ

ば な ら な い 。  

 （ 利 用 者 負 担 金 の 免 除 ）  

第 十 一 条  市 長 は 、 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 利 用 者 負 担 金 を 免 除 す る こ と が で き る 。  



 （ 補 則 ）  
第 十 二 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成   年   月   日 か ら 施 行 す る 。  


